
 

９月分                             №10 

件 名  災害拠点病院の非常用電源設備について 

受付日 令和 2年９月２８日 

ご意見・ご提案の 

概要 

災害拠点病院の非常用電源設備について、国の指定要件

では「通常時の６割程度の発電容量のある自家発電機等で、

３日間程度の燃料を確保」と聞いているが、夏の災害では、

冷房使用により３日間もたないと思うため、液化天然ガス

を用いた冷房設備を導入してはどうか。 

県の考え方  災害拠点病院の電源の確保については、各病院で施設設

備の整備・導入を行っており、現在のところ、液化天然ガ

スを用いた冷房設備の導入予定はありませんが、いただい

たご意見を参考に、引き続き災害医療体制の強化に努めて

まいります。 

担当課  健康福祉部 医療整備課 

 


